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社 会 福 祉 法 人

にしあがつま福祉会

からまつ荘

・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・特別養護老人ホ－ム

おやつレクでは「フルーチェ」「プリンアラモード」を食べま
した！

どんど焼き

新年あけましておめでとうございます。
日頃より当法人の活動にご理解とご支援を賜り、心よりお礼申し上げます。本年も、地域に根ざした福祉の
充実に努めてまいります。引き続き、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます
皆さまにとって健やかで実り多い一年となりますことをお祈り申し上げます。

社会福祉法人にしあがつま福祉会 職員一同



ご寄付、ご寄贈のお礼 （令和 7年10月17日～令和8年1月16日）

【ご寄贈】 ダスキン嬬恋 様：バスタオル 匿名でのご寄付：タオル100枚

〒377-1305 群馬県吾妻郡長野原町与喜屋1624
【TEL】0279-82-4150 【FAX】0279-82-4155
【E-mail】karamatsu@nishiagatsuma.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttps://nishiagatsuma.jp

社会福祉法人にしあがつま福祉会 からまつ荘

温かいお心遣いありがとうございます。

☆LINE（ライン）
ID：@192fdeeg

オンライン面会 ☆事前予約制☆

ケアマネの介護保険Ｑ＆Ａ

デイサービスセンター

募 集職 員

【正規職員・非正規・パート】 介護職員

中

フェイスブックホームページ インスタグラム

Ｑ.

Ａ.

要介護認定の有効期間内に心身の状態が悪化

（または好転）した為、今のままの要介護度では

支障が出てしまう場合はどうしたらよいでしょう

か。

有効期間内に心身の状態が変化し、現在の要介

護区分に該当しなくなった場合には、「区分変更

申請」を行うことができます。

区分変更申請は、市町村の介護保険担当窓口で行

います。原則として本人または家族（親族）が申

請しますが、居宅介護支援事業所の介護支援専門

員（ケアマネジャー）や、特別養護老人ホームな

どの施設担当者が代理で申請することも可能です。

特別養護老人ホーム・地域密着型通所介護

どんど焼き

【 ガラス越し面会場所変更のお知らせ 】
現在行っております大規模修繕工事に伴い、玄関

ホールに新たに間仕切り(仕切り扉)が設置されました。

それに伴い、ガラス越し面会は今後、玄関ホール内で
のガラス越し面会とさせていただきます。

ご来荘の際は職員がご案内い
たしますので、ご不明な点がご
ざいましたらお気軽にお声がけ
ください。

ご家族の皆様にはご理解とご協
力をお願いいたします。
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